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日本語教師・日本語教育機関と企業をつなぐ

しんしゅう日本語教育等人材バンク

登録者数

158名
（2023年12月5日現在、

延べ人数）

【お問い合わせ先】
長野県県民文化部文化政策課多文化共生・パスポート室
TEL 026-235-7173（直通） E-mail tabunka-c@pref.nagano.lg.jp

「しんしゅう日本語教育等人材バンク」を活用しませんか

日本語教育に関わる人材とおつなぎします

長野県 しんしゅう日本語教育等人材バンク 検索
長野県ＰＲキャラクター『アルクマ』

©長野県アルクマ

長野県内には38,101人（R４.12月末現在）の外国人の方々が暮らしており、

県内で働く方も、増えてきています。

それに伴い、企業が外国人従業員に日本語教育の機会を提供する際の支援を

求める声も多く挙がっています。（※）

外国人従業員の日本語教育で困っていることはありませんか。

「しんしゅう日本語教育等人材バンク」は、企業のみなさまに、長野県で活動する

日本語教師・日本語教育機関をご紹介します。

（※）2019年外国人材受入れに関するアンケート調査（県労働雇用課）

形 式：対面
対 象：外国人学生
内 容：学業にも関連した日本語を教えられる人を

紹介してほしい
依頼者：県内専門学校

学校のある地域内で、同様の経験を有している
日本語教師の登録者を紹介

依頼

対応

これまでにあった紹介例

外国人従業員に、効果的な日本語教育の機会を提供したい

職員間で日本語を教えているけど、専門人材や専門機関を
紹介してほしい

もっとコミュニケーションをとるために、外国人従業員に日常生活で
必要な日本語を教えてほしい

詳しくは長野県公式ホームページをご覧ください。

そんなときは…

こんな悩みはありませんか

登録者・機関のPRから（抜粋）

「企業・団体様の要望に合わせた

カリキュラム開発と実施、

日本語教育人材の育成研修も

可能です。」(日本語教師)

「生活や仕事、進学、JLPT受験の

ための学習、或いは外国人従業

員教育等にお応えできます。」

（日本語教育機関）



紹 介 依 頼 方 法

■マッチングまでの流れ

登録人材（日本語教師・日本語指導教員・日本語交流員・地域共生コミュニケーター・通訳者）の紹介を希望する方は、

県ホームページに掲載されている登録人材一覧を確認のうえ、原則として紹介を希望する日の３週間前までに必要書類

（様式６及び関連書類）を郵送またはながの電子申請サービスからご提出ください。

事前にお電話等でご相談いただけると、スムーズに進めることができます。お気軽にお問い合わせください。

登録機関（日本語学校等）は、県HPに各機関の問合せ先を掲載していますので、直接お問い合わせください。

■書類の提出先 （様式は県HPに掲載しています）

長野県県民文化部文化政策課多文化共生・パスポート室 あて
【郵 送 の 場 合】 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
【電子申請の場合】 ながの電子申請サービスの手続き一覧内

「「しんしゅう日本語教育等人材バンク」（様式１・２・６）申込」から提出

人材・機関の種類 概要 登録者数

日本語教師 日本語教師の要件該当者（一部見込みを含む） 72

日本語教育機関
（日本語教師による指導がある日本語学校・

   専修学校等）

出入国在留管理庁が定めた「日本語教育機関の告示基準（平成28

年７月22日）を満たす長野県内に所在する日本語教育機関
2

登録・紹介依頼の詳しい方法や様式は県HPをご覧ください
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/nihongo/jinzaibank.html

2023.12

※その他、教員免許と日本語指導経験を有する者や、県主催の日本語学習支援に係る研修修了者等の登録種別もあります。（2023年12月５日現在）

県内で日本語を学ぶ人の背景はさまざまです。留学生はもちろん、日本人と結婚した人、仕事のために日本に来た人、技能実

習生、外国から来た子供たち…。

彼らが「日本語を勉強したい」と思った時に、専門性を持って教えてくれる日本語教師がどこにいるのか、地域で支援をしてくれる日

本語教室がどこにあるのか、そういった情報を得ることはこれまで簡単ではありませんでした。

今回「しんしゅう日本語教育等人材バンク」創設によって日本語学習者が情報を得やすくなり、また日本語教育等に携わる方々

の活躍の場がいっそう広がることを期待しています。

佐藤 佳子（長野県地域日本語教育の体制づくり事業総括コーディネーター）

■登録人材・機関について

※費用（報酬、交通費等の有無や金額）については、依頼者に設定していただきます。


